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2 都道府県知事、保健所を設置する市の長及び特別区
の長 (以下「都道府県知事等」という。)が法第十七条の
規定に基づく結核に係る健康診断を行う場合にあって '

は、健康診断を実施することとなる保健所等の機関にお
いて、関係者の理解と協力を得つつ、関係機関と密接な
連携を図ることにより、感染源及び感染経路の究明を迅
速に進めていくことが重要である。この際、特に集団感
染につながる可能性のある初発患者の発生に際 しては、
法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断の勧告に
従わない場合に都道府県知事等が直接に対象者の身体に
実力を加えて行政目的を実現するいわゆる即時強制に
よつて担保されていることに留意 しつつ、綿密で積極的
な対応が必要である。また、感染の場が複数の都道府県
等にわたる場合は、関係する都道府県等間又は保健所間
の密接な連携の下、健康診断の対象者を適切に選定する
必要がある:

○感梁症予防事業
金】 (接触者健診、
健診)
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☆一般の住民及び医療従事者に
対する注意喚起を目的として、
集団感染が判明 した場合には、
厚労省への報告とともに、個人
情報の取 り扱いに十分な配慮を
しながら速やかに公表すること

を記載することが必要か。

3 結核思者の発生に際しては、都道府県知事等は、法
第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断がいわゆる
即時強制によって担保されていることに留意 しつつ、健
康診断の対象者を適切に選定し、必要かつ合理的な範囲
について積極的かつ的確に実施することが望ましい。ま
た、健康診断の勧告等については、結核のまん延を防止
するため必要があると認めるときに、結核の感染経路そ
の他の事情を十分に考慮した上で、結核に感染している
と疑うに足りる正当な理由のある者:を確実に対象とすべ
きである。

0厚生雰lNl科字枡究の灰
果として「結核の接触者
健康診断の手引きとその
解説」公表

☆接触者健診を=層強化するた
めに、どのような施策が有用で
あるか。 (例 えば、各地域にお
ける接触者健診の評価の実施な
ど).

四 |‐ BC彎妥種

1 予防接種は、感染源対策、感染経路対策及び感受性
対策からなる感染症予防対策の中で、主として感受性対
策を受け持つ重要なものである。そのため、結核対策に
おいても、BCG接種に関する正しい知識の普及を進め、
接種の意義について国民の理解を得るとともに、予防接
種法 (昭和二十二年法律第六十八号)に よる定期のBCG接

種の機会が乳児期に一度のみであることにかんがみ、市
町村においては、適切に実施することが重要である。

☆今後の結核対策におけるBCG

接種の位置づけを、どのように
考えるか。    |
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2 市町村は、定期のBCG接種を行うに当たっては、地
域の医師会や近隣の市町村等と十分な連携の下、乳児健
康診断との同時実施、個別接種の推進、近隣の市町村の
住民べの接種の場所の提供その他対象者が接種を円滑に
受けられるような環境の確保を地域の実情に即して行
い、もってBCGの接種率の目標値を生後六月時点で九十
パーセント、一歳時点で九十五パーセントとする。

☆BCG未接種 者 に つ いて 、

種の理由を把握することが必要
ではないか。またその理由を踏
まえ、未接種者対策についてど
のようなことを行うことが必要
か。

3 BCGを接種して数日後、被接種者が結核に感染して
いる場合には、一過性の局所反応であるコッホ現象を来
すことがある。コッホ現象が出現 した際には、被接種者

ぜ曹町だ|こ需8昇象菅凛庭畠虐息曇理稽覇真成暑響慧2
とが望ましい。また、医療機関の受診を勧奨する等当該
被接種者が必要な検査等を受けられるようにすることが
適当である。

☆コッ:ホ現象ヘ につい

て、医療機関における対応の妥
当性を確認し、適切な対応方法
を示すことが必要か。

|
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1 結核患者に対して、早期に適正な医療を提供し、疾
患を治癒させること及び周囲への結核のまん延を防止す
ることを結核に係る医療提供に関する施策の基本とす
る。

○結核医療費公
【補助金】

☆低まん延化に向けた施策の
点化に伴いt発症 リスクのある
対象への対策強化を行うという
考え方から、「潜在性結核感染
症の治療の推進」を基本的考え
方で言及することが必要か。
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2 現在我が国における結核のり患の中心は高齢者であ
るため、基礎疾患を有する結核患者が増加 しており、結
核単独の治療に加えて合併症に対する治療も含めた複合
的な治療を必要とする場合も多く、求められる治療形態
が多様化、複雑化している。そのため、我が国の現在の
結核のまん延状況にかんがみ、医療においても対策の重
点は発症のリスク等に応じた結核患者に対する適正な医
療の提供、治療完遂に向けた患者支援等きめ細かな個別
的対応に置くことが重要である。

○結核患者収容モデル事
業 【補助金】 ‐

☆低まん延化に向け、医療の質
を確保し、患者を中心とした効
率的な医療提供を行つていくた
めに:結核医療提供体制の再構
築を行うことが必要か。

●者「道府県レベルで、標準治
療の他、多剤耐性結核患者や
管理が複雑な結核治療を担う
拠点病院を定め、地域 レベル
において、合併症治療を主に

担う地域基幹病院を定め、国
レベルで都道府県で対応困難
な症例を担う専門施設を定め
る。
●者「道府県単位で、拠点病院
を中心として、各地域の実状
に応 じた地域医療連携ネット
ワーク体制を整備する。ま
た、地域連携ネットワニクに
対して専門施設が支援を提供
できる体制 (専門施設ネット
ワーク)を整備する。
●個別の患者の病態に応じた
治療環境を整えるべく、また
医療アクセスの改善を図るた
めにも、結核病床とその他の
病床を併せたユニット化病
床、感染症病床の利用を含め
た一般病棟の中の陰圧病床の
整備を進める。

<第 16回結核部会「今後の医
療のあり方に関するこれまで
の議論の概要」より>

3 結核の治療に当たつては、適正な医療が提供されな
い場合、疾患の治癒が阻害されるのみならず、治療が困
難な多剤耐性結核の発生に至る可能性がある。このた
め、適正な医療が提供されることは、公衆衛生上も極め
て重要であり、結核に係る適正な医療について医療機関
への周知を行う必要がある。

O結核医療の基準 【告
示】
◆日本結核病学会による
「結核医療の基準」
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4 医療現場においては、結核に係る医療は特殊なもの
ではなく、まん延の防止を担保 しながら一般の医療の延
長線上で行われるべきであるとの認識の下、良質かつ適
正な医療の提供が行われるべきである。このため、結核
病床を有する第二種感染症指定医療機関においては、結
核患者に対して、特に隔離の必要な期間は、結核のまん
延の防止のための措置を採つた上で、患者の負う心理的
重圧にも配慮しつつ、療養のために必要な対応に努める
とともに、隔離の不要な結核患者に対しては、結核以外
の患者と同様の療養環境において医療を提供する必要が
ある。また、患者に薬物療法を含めた治療の必要性につ
いて十分に説明し、理解及び同意を得て治療を行うこと
が重要である。

○入院に関する基準
矢日】
○退院に関する基準
矢口】

通
　

通

☆入院基準の妥当性について、
検討を継続 していくことが必要
か。
☆病棟単位から病床単位の結核
病床に移行していく中、院内感
染予防や、患者中心の医療の観
点から、中長期にわたる入院の
療養環境により配慮 した方策を
講じることが必要か。
☆入院勧告に従わない患者への
対応方策を検討することが必要
か。

●病床単位の結核病床につい
て、陰圧化やアメニティ等を
考慮した施設基準を定める。
<第 16回結核部会「今後の医
療のあり方に関するこれまで
の議論の概要」より>

5 医療機関においては、結核の合併率が高い疾患を有
する患者等緞 天性免疫不全症候群、じん肺及び糖尿病
の患者、人工透析を受けている患者、免疫抑制剤使用下
の患者等)の 管理に際 し、必要に応 じて結核発症の有無
を調べ、積極的な発病予防治療の実施に努めるととも
に、入院患者に対 し、結核に関する院内感染防止対策を
講ずるよう努めなければならない。

6 国民は、結核に関する正しい知識を持ち、その予防
に必要な注意を払うとともに、特に有症状時には、適正
な治療を受ける機会を逃すことがないように早期に医療
機関を受診 し、結核と診断された場合には治療を完遂す
るよう努めなければならない。また、結核の患者につい
て、偏見や差別をもつて患者の人権を損なわないように
しなければならない。

0母 年 実 麗 丁 る績 核 予 防

週間 【通知】
◆結核予防会が実施する
結核予防全国大会等

☆結核に対する一般国民の意識
が低下 していることから、働き
盛 りや無保険者、自覚症状を意
識 しない者 (他の呼吸器合併症
を持つ者、認知症、喫煙者 )

等、対象に焦点を当てた受診の
遅れに対する方策を検討するこ
とが必要か。
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二 1結核の治療を行う上での服栗確認の位置付け

1 世界保健機関は、結核の早期制圧を目指して、直接
服薬確認を基本とした包括的な治療戦略 (DOTS戦 略)を提
唱しており、現在までに世界各地でこの戦略の有効性が
証明されている。我が国においても、これまで成果をあ
げてきた結核に係る医療の供給基盤等を有効に活用しつ

:む雹霧箭馨名穆喜巣を羅薬モfx健管璧墾9護累菅「
これを推進することとする。

☆抗結核薬の確保の必要性につ

いて、明記 してお くことが必要
か。

2 国及び地方公共団体においては、服楽確認を軸とし
た患者支援を全国的に普及 口推進していくに当たつて、
先進的な地域における取組も参考にしつつ、保健所、医
療機関、福祉部局、薬局等の関係機関との連携及び保健
師、看護師、薬剤師等の複数職種の連携により、積極的
な活動が実施されるよう、適切に評価及び技術的助言を
行うこととする。

○結核思者に対するDOTS
の推進について (平成17

年適用)

―「日本版21世紀型
DOTS戦略推進体系図」
○結核対策特別促進事業
【補助金】

☆DOTSの 質を向上させ、個別的
な患者支援を行つていくため
の、医療機関、保健所、社会福
祉施設等を結ぶ地域連携体制の
さらなる強化をどのように促進
していくか。

●DOTSカ ンファレンスやコ

ホー ト検討会の充実、地域連
携パスの導入などを推進す
る。
<第 16回結核部会「今後の医
療のあり方に関するこれまで
の議論の概要」より>

3 保健所においては、地域の医療機関、薬局等との連
携の下に服薬確認を軸とした患者支援を実施するため:

積極的に調整を行うとともに、地域の状況を勘案し、特
に外来での直接服薬確認が必要な場合には、保健所自ら
も直接服薬確認を軸とした患者支援の拠点として直接服
薬確認の場を提供することも検討すべきである。

●都市圏の住所不定者や日雇
い労働者が多い地域では外来
医療施設において、

1外
来治療

とDOTSを 含めた患者支援を一

体的に行う医療提供も検討す
る。
<第 16回結核部会「今後の医
療のあり方に関するこれまで
の議論の概要」より>

4 医師等及び保健所長は、結核の治療の基本は薬物治
療の完遂であることを理解 し、患者に対し服薬確認につ
いての説明を行い、患者の十分な同意を得た上で、入院
中はもとより、退院後も治療が確実に継続されるよう、
医療機関等と保健所等が連携して、人権を尊重しなが
ら、服薬確認を軸とした患者支援を実施できる体制を構
築することが重要である。

○結核対策特別促進事業
【補助金】

☆治療完遂のための患者教育の
視点から医療機関における院内
DOTSの着実な実施が重要である
が、実施率と質の向上を一層
図つていくことが必要か。

●「地域DOTS」 が有効に成り
立つためにも、入院中の「院
内DOTS」 の患者教育をきちん
と行う必要があることを再認
識 し、これを徹底していく。
<第 16回結核部会「今後の医
療のあり方に関するこれまで
の議論の概要」より>
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1 結核愚者に係る医療は、結核病床を有する第二種感
染症指定医療機関及び結核指定医療機関のみで提供され
るものではなく、一般の医療機関においても提供される
ことがあることに留意する必要がある。すなわち、結核
患者が、最初に診察を受ける医療機関は、多 くの場合二

般の医療機関であるため、一般の医療機関においても、
国及び都道府県等から公表された結核に関する情報につ
いて積極的に把握 し、同時に医療機関内において結核の
まん延の防止のために必要な措置を講ずることが重要で
ある。

☆結核の診断の遅れに対 して、
一般の医療機関を対象に結核発
症の有無を調べる目安を提示す
る等、何らかの方策を明示する
ことが必要か。

2 結核病床を有する第二種感染症指定医療機関におい
ては、重篤な他疾患合併患者等については一般病床等に
おいて結核治療が行われることもあり、また、結核病床
と一般病床を二つの看護単位として治療に当たる場合も
あることから、国の定める施設基準・診療機能の基準等
に基づき、適切な医療提供体制を維持及び構築すること
とする。

○結核患者収容モデル事
業 【補助金】
○感染症指定医療機関の
施設基準に関する手引き
【通知】

(― の 4の項 を参照 )

3 医療機関及び民間の検査機関においては、外部機関
によって行われる系統的な結核菌検査の精度管理体制を
構築すること等により、結核患者の診断のための結核菌
検査の精度を適正に保つ必要がある。

☆結核菌検査の精度管理につい
て、外部機関による精度管理体
制の構築をどのように行うか具
体的に示すことが必要か。

4 -般の医療機関における結核患者への適正な医療の
提供が確保されるよう、都道府県等においては、医療関
係団体と緊密な連携を図ることが重要である。

☆地域医療連携ネットワークの
構築について、者「道府県等が具
体的にどのように進めていくか
を示すことが必要か。

5 障害等により行動制限のある高齢者等の治療につい
て、患者の日常生活にかんがみ、接触範囲等が非常に限
られる場合において、医療機関は、入院治療以外の医療
の提供についても適宜検討すべきである。




